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いじめ傍観者といじめの援助抑制要因に関する研究

Ⅰ　問題と目的

1　いじめとは
（1）いじめの定義
文部科学省（2006）において、「いじめとは、

当該児童生徒が一定の人間関係のある者から、
心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精
神的な苦痛を感じているものとする。なお、起
こった場所は学校の内外を問わない」と定義さ
れている。このうち、「一定の人間関係のある
者」とは、例えば、同じ学校・学級や部活動の
者、当該児童生徒に関わっている仲間や集団（グ
ループ）など、当該児童生徒と何らかの人間関
係のある者を指す。また、「攻撃」とは、仲間は
ずれや集団による無視など、直接的にかかわる
ものではないが、心理的な圧迫などで相手に苦
痛を与えるものも含む。そして、「物理的な攻
撃」とは、身体的な攻撃のほか、金品をたから
れたり、隠されたりすることなどを意味し、け
んか等は除くとされている。「個々の行為がいじ
めに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に
行われることなく、いじめられた児童生徒の立
場に立って行われる」とされており、被害者の
子どもの内面を重視した定義となっている。

（2）いじめの認知件数と様態
平成 24年度のいじめの認知件数は、198,109

件（そのうち、小学校 117,384件、中学校 63,634

件、高等学校 16,274件、特別支援学校 817件）
であり、これは調査を開始して以来、過去最高
の認知件数であった。そして、平成 26年度のい
じめ認知件数は 188,057件（そのうち、小学校
122,721件、中学校 52,969件、高等学校 11,404

件、特別支援学校 963件）であり、平成 24年度

と比較すると、認知件数に多少の減少はみられ
るものの、非常に多くのいじめが発生している
といえるだろう。
いじめの様態としては、冷やかしやからかい、
悪口や脅し文句、嫌なことを言われるなどの、
言葉のいじめ（64.5％）が最も多い。つぎに、軽
くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、
蹴られたりするなどの、故意のいやがらせによ
るいじめ（22.2％）が多く、続いて、仲間はず
れ、集団による無視をされるなどのいじめ
（19.1％）が多くなっている。その他にも、嫌な
ことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、
させられたりする（7.8％）、ひどくぶつかられ
たり、叩かれたり、蹴られたりする（7.5％）、金
品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨
てられたりする（7.1％）、金品をたかられる
（2.1％）などの、いじめが発生している。近年
では、携帯電話が子どもたちの間にも急速に普
及したことから、メールやインターネットを利
用した、特定の児童生徒に対する誹謗・中傷が
行われるなどの「ネット上のいじめ」（4.2％）と
いう新しい形のいじめも発生している。

（3）いじめ問題への対策
このようないじめを苦にした自殺の顕在化な
どを背景に、2013年 9月、文部科学省から「い
じめ防止対策推進法」が施行された。同法では、
基本理念として「いじめの防止等のための対策
は、いじめが全ての児童等に関係する問題であ
ることに鑑み、児童等が安心して学習その他の
活動に取り組むことができるよう、学校の内外
を問わずいじめが行われなくなるようにするこ
とを旨として行われなければならない」などを
掲げている。また、学校の設置者及び学校が講
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ずべき基本的施策として、①道徳教育等の充実、
②早期発見のための措置、③相談体制の整備、
④インターネットを通じて行われるいじめに対
する対策の推進について定めるとともに、国及
び地方公共団体が講ずべき基本的施策として、
⑤いじめの防止等の対策に従事する人材の確保
等、⑥調査研究の推進、⑦啓発活動について定
めることとするなど、国をあげていじめ問題の
解決に取り組んでいる。

2　いじめと傍観者の関係
森田・清水（1994）は、いじめに関わる人々
は、直接いじめを行う「加害者」、加害者から、
直接いじめ行動の被害を受ける「被害者」、いじ
めをおもしろがってはやしたてる「観衆」、いじ
めを見てみぬふりをする「傍観者」の 4者に類
別されると述べている。このなかでも、傍観者
に関する研究についてまとめていく。

（1）傍観者のタイプとその心理
餅川（2011）は、いじめ傍観者のタイプを「無
関心型傍観者」、「関係拒否型傍観者」、「自己防
衛型傍観者」の 3つに類型化し、その心理につ
いて述べている。第 1に、「無関心型傍観者」は、
他の傍観者と同調することで、自分自身の責任
や避難が分散されると考えている（責任分散）
という。「いじめには一切関わらないのが一番
だ」と考えている者は、このタイプにあたる。
第 2に、「関係拒否型傍観者」は、周囲の者が積
極的にいじめを止める行動を起こさないので、
事態は緊急性がないと考えている（多元的無知）
という。「いじめられる子にもいじめられる要素
がある」と考えている者は、このタイプにあた
る。第 3に、「自己防衛型傍観者」は、被害者を
助ける行動を起こせば、そのことで首謀者や加
担者から攻撃を受けると考えている（評価懸念）
という。「自分がいじめの標的になって攻撃され
たら怖い」と考えている者は、このタイプにあ
たる。このことから、いじめを見て見ぬふりを
している傍観者のなかでも、いじめに対する捉

え方が、それぞれ異なることがうかがえる。

（2）傍観者の援助行動を抑制する要因
大坪（1999）が、小学生を対象に行った研究
によると、援助行動の抑制要因には、Ⅰ「事態
の肯定」、Ⅱ「被害者への帰属」、Ⅲ「いじめへ
の恐怖」、Ⅳ「評価懸念」、Ⅴ「事態の悪化への
懸念」、Ⅵ「事態解決糸口のなさ」の 6つがあ
り、各要因で性別による有意差がみられること
が報告されている。これによると、男子のほう
が女子と比較して、「いじめられているのを見る
のがおもしろい、楽しい」、「助けるのがめんど
うだ」といった理由から、いじめに対する「事
態の肯定」意識が強いことが示されている。ま
た、「いじめの原因は被害者にあるのだから、こ
の仕打ちはむしろ当然」といった「被害者への
帰属」意識が強いことも示されており、これら
が援助行動の抑制要因として有意に影響してい
るという。一方、女子のほうが男子と比較して、
「加害者・被害者の両方と友達である場合」、「加
害者と友達である場合」、「被害者と友達である
場合」「加害者・被害者の両方と友達でない場
合」のいずれの人間関係においても、「いじめに
対する恐怖」が強いことが示されており、これ
が援助行動の抑制要因として有意に影響してい
るという。
山崎（1996）が、小学生および中学生を対象
に行った研究によると、援助行動の抑制要因に
は、性別による有意差がみられるとともに、年
齢による有意差もみられることが報告されてい
る。これによると、中学生の方が小学生と比較
して、「被害者への帰属」、「いじめに対する恐
怖」、「評価懸念」が強いことが示されており、
これらが援助行動の抑制要因として有意に影響
しているという。これらのことから、傍観者の
いじめの援助行動を抑制する要因は多数存在し
ており、性別や年齢による有意差もみられるこ
とから、傍観者個人によって、いじめの援助行
動を抑制する要因は異なること、また、その個
人のなかでも、援助行動を抑制する要因は変化
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していくことがうかがえる。

（3）傍観者に対するいじめ対策
蔵永ら（2009）は、傍観者に対するいじめ対
策として、「被害者に対する役割取得を促し、傍
観者に対する役割取得を抑制するという対策が
有効である」と述べている。いじめ場面に遭遇
した傍観者のなかでも、被害者の気持ちを想像
した傍観者は、自身のおかれた状況を「援助す
べき人のいる状況」として認識しやすいという。
一方、他の傍観者の気持ちを想像した傍観者は、
自身のおかれた状況を「援助の必要な人はいる
が、援助を行わなくても問題ない状況」として
認識しやすいという。そのため、傍観者になり
うる人々に対して、被害者の気持ちを想像する
よう促すトレーニングの必要性を述べている。
餅川（2011）は、傍観者に対して、具体的に

「なぜ、いじめの恐怖をもってしまうのか」、「そ
の時、どのような行動ができたか」を考えさせ
るなどして、多くの傍観者にいじめを抑制する
行動を起こさせるよう促すことの重要性を述べ
ている。このようないじめ対策を傍観者に対し
て行うことで、集団全体のいじめに対する援助
行動が促進され、いじめ問題は解決に向かうと
考えられる。

3　本研究の目的
以上のことから、傍観者の行動がいじめにも
たらす影響は大きく、その抑制につながる可能
性も高いことが考えられる。しかし一方で、い
じめ場面においては、援助行動を抑制するさま
ざまな要因が存在することや、いじめ当事者と
の人間関係がいじめの援助行動に影響を与える
ことが示されている。そこで本研究では、いじ
め場面での行動、いじめの援助抑制要因、いじ
め当事者との人間関係と援助行動の関係につい
て検討すること目的として調査を行った。

Ⅱ　方法

1　調査対象者
調査対象者は、京都市内の大学に在籍する大
学生 153名（男性 94名、女性 58名）で、平均
年齢は 19.9歳（SD＝ 1.1）であった。

2　調査時期および調査方法
調査は、2015年 11月にアンケートを実施し
た。なお、調査対象者へのネガティブな影響を
極力避けるため、研究の趣旨および質問紙の構
成が、「いじめ」と関連していることを説明し、
回答拒否できる旨を明示した。なお、本研究は、
花園大学研究倫理委員会の承認を得た。

3　質問紙の構成
いじめ場面での行動については、「悪口による
いじめ」、「無視によるいじめ」、「暴力によるい
じめ」の 3つの事例を設定して、それぞれの場
面を身近で見たときに、どのような行動をとる
かについて回答を求めた。
いじめの援助抑制要因については、大坪

（1999）の研究を参考に、29項目からなる援助
抑制要因項目を用いて、いじめをとめられない
理由として、どの程度あてはまるかについて 5

件法で回答を求めた。各項目は得点が高いほど、
援助を抑制する程度が強くなることになる。
いじめ当事者との人間関係については、「加害
者と友達の場合」、「被害者と友達の場合」、「加
害者とも被害者との友達の場合」、「加害者とも
被害者とも友達でない場合」の 4項目を作成し
て、それぞれの人間関係の場合に、積極的にい
じめをとめるかどうかについて 5件法で回答を
求めた。各項目は得点が高いほど、援助を行う
程度が強くなることになる。
なお、統計分析には、IBM SPSS Statistics 

Version 22を使用して分析を行った。
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Ⅲ　結果

1　いじめ場面での行動
（1）事例におけるいじめ場面での行動
本研究では、餅川（2011）の研究を参考に、

「いじめを止めさせるよう何らかの行動を起こ
す」群を「抑制者」、「いじめをはやしたてる」
群を「観衆」、「いじめに加わる」群を「加担者」、
「自分には関係ないので何もしない」群を「無関
心型傍観者」、「後で関わりたくないので何もし
ない」群を「関係拒否型傍観者」、「自分もいじ
められるかもしれないので何もしない」群を「自
己防衛型傍観者」とした。
事例ごとの回答者のいじめ場面での行動（6

区分）を表 1に示した。まず、「悪口によるいじ
め」では、抑制者（40.8％）、無関心型傍観者
（28.9％）、関係拒否型傍観者（21.1％）の順に多
かった。つぎに、「無視によるいじめ」では、無
関心型傍観者（38.2％）、抑制者（36.2％）、関係
拒否型傍観者（18.4％）の順に多かった。そし
て、「暴力によるいじめ」では、抑制者（64.5％）、
無関心型傍観者（15.8％）、関係拒否型傍観者
（12.5％）の順に多かった。
さらに、本研究では、「いじめを止めさせるよ

う何らかの行動を起こす」群を「抑制者」、それ
以外の「いじめの援助行動を起こさない」5群
をあわせて「非抑制者」とした。
事例ごとの回答者のいじめ場面での行動（2

区分）を表 2に示した。まず、「悪口によるいじ
め」では、抑制者が 40.8％、非抑制者が 59.2％
であった。つぎに、「無視によるいじめ」では、
抑制者が 36.2％、非抑制者が 63.8％であった。
そして、「暴力によるいじめ」では、抑制者が
64.5％、非抑制者が 35.5％であった。
これについて、事例ごとに直接確率検定を
行った。その結果、悪口によるいじめでは、両
者間に 5％水準で有意差が認められ、抑制者よ
りも非抑制者の方が多いことが示された。つぎ
に、無視によるいじめでは、両者間に 1％水準
で有意差が認められ、抑制者よりも非抑制者の
方が多いことが示された。そして、暴力による
いじめでは、両者間に 1％水準で有意差が認め
られ、非抑制者よりも抑制者の方が多いことが
示された（表 3）。

（2）  男女別にみた事例におけるいじめ場面での
行動

事例ごとの回答者のいじめ場面での行動（2

　　　　　　　　　表 1　事例ごとのいじめ場面での行動（6区分） （単位：人）　（　）内は％

　　　　　　　　　表 2　事例ごとのいじめ場面での行動（2区分） （単位：人）　（　）内は％
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区分）と、男女間のχ 2検定結果を表 4に示し
た。その結果、いずれの事例においても有意差
は認められなかった。

（3）事例によるいじめ場面での行動の変化
3つの事例について、抑制者、非抑制者の人

数を逆正弦変換した値を用いて、1要因分散分
析を行った。その結果、事例の主効果が認めら
れた（表 5）。
そこで、事例の効果について多重比較を行っ
た。その結果、悪口によるいじめと暴力による
いじめとの間に 1％水準で有意差が認められ、
悪口によるいじめよりも暴力によるいじめの方

が抑制者が多いことが示された。また、無視に
よるいじめと暴力によるいじめとの間に 1％水
準で有意差が認められ、無視によるいじめより
も暴力によるいじめの方が抑制者が多いことが
示された（表 6）。

2　いじめの援助抑制要因
（1）いじめの援助抑制要因の構造
大坪（1999）の研究では、小学生を対象に、
いじめの援助抑制要因項目の検討が行われてい
たため、本研究では、再度いじめの援助抑制要
因項目について因子分析を行った。
まず、いじめの援助抑制要因項目 29項目の平

表 5　事例における逆正弦変換後の分散分析結果

　　　　　表 4　事例ごとのいじめ場面での行動（2区分）と男女間のχ 2検定結果 （単位：人）

　　　　　表 3　事例ごとのいじめ場面での行動（2区分）の直接確率検定結果 （単位：人）

表 6　事例の効果についての多重比較結果

※多重比較 ： Bonferroni
※＊ p＜ 0.05　＊＊ p＜ 0.01
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均値および標準偏差を算出した。そして、フロ
ア効果がみられた 2項目を以降の分析から除外
した。つぎに、残りの 27項目に対して、主因子
法、プロマックス回転による因子分析を行った。
固有値の変化は、8.125、3.783、1.868、1.272、
1.100…というものであり、3因子構造が妥当で
あると考えられた。そこで、再度 3因子を仮定
して主因子法、プロマックス回転による因子分
析を行った。その結果、十分な因子負荷量を示
さなかった 2項目を削除し、再度主因子法、プ
ロマックス回転による因子分析を行った。プロ
マックス回転後の最終的な因子分析結果を表 7

に示した。なお、回転前の 3因子で 25項目の全
分散を説明する割合は、53.024％であった。
第 1因子は、「自分には関係ないから」、「助け

るのがめんどうだから」など、いじめと自分は
無関係であり、自分に被害者を助ける理由はな
いというような内容の項目が高い負荷量を示し
ていた。そこで、「いじめへの関心のなさ」因子
と命名した。第 2因子は、「加害者が怖いから」、
「助ける勇気がないから」など、自分もいじめら
れるかもしれないので、被害者を助けることが
できないというような内容の項目が高い負荷量
を示していた。そこで、「いじめへの恐怖」因子
と命名した。第 3因子は、「被害者がいじめられ
るようなことをしているから」、「被害者に悪い
ところがあるから」など、被害者にいじめられ
る原因があり、いじめられても仕方がないとい
うような内容の項目が高い負荷量を示してい
た。そこで、「いじめの肯定感」因子と命名し

表 7　いじめの援助抑制要因項目の因子分析結果（主因子法、プロマックス回転）
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た。
この因子分析結果において、各因子に高い負
荷量を示した項目の平均点を算出し、それぞれ
の下位尺度得点とした。各下位尺度の平均値お
よび標準偏差、項目数を表 8に示した。また、
内的整合性を検討するためにα係数を算出した
ところ、「いじめへの関心のなさ」で 0.907、「い
じめへの恐怖」で 0.866、「いじめの肯定感」で
0.698という値が得られた。

（2）  いじめ場面での行動といじめの援助抑制要
因との関係

悪口によるいじめ場面での行動（抑制者、非
抑制者）別に、いじめの援助抑止要因項目各下
位尺度について t検定を行った。その結果、い
じめへの関心のなさで、両者間に 1％水準で有
意差が認められ、抑制者よりも非抑制者の方が
得点が高いことが示された。また、いじめへの
恐怖で、両者間に 1％水準で有意差が認められ、

抑制者よりも非抑制者の方が得点が高いことが
示された（表 9）。
また、傍観者のタイプ（無関心型傍観者、関
係拒否型傍観者、自己防衛型傍観者）別に、い
じめの援助抑制要因項目各下位尺度について 3

×3の分散分析を行った。その結果、各下位尺
度の主効果と、傍観者のタイプ×各下位尺度の
交互作用が認められた（表 10）。
この交互作用について図 1に示した。その結

果、無関心型傍観者と関係拒否型傍観者は自己
防衛型傍観者に比べて、いじめへの関心のなさ、
いじめの肯定感の得点が高いことが示された。
また、自己防衛型傍観者は、無関心型傍観者と
関係拒否型傍観者に比べて、いじめへの恐怖の
得点が高いことが示された。

3　いじめ当事者との人間関係
回答者内で、加害者と友達である場合、被害
者と友達である場合、加害者とも被害者とも友

表 8　いじめの援助抑制要因項目の下位尺度の平均値および標準偏差

表 9　いじめ場面での行動別の援助抑制要因項目各下位尺度の t 検定結果

表 10　傍観者のタイプ×いじめの援助抑制要因項目各下位尺度の分散分析結果
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達である場合、加害者とも被害者とも友達でな
い場合について、1要因分散分析を行った。そ
の結果、人間関係の主効果が認められた（表
11）。
そこで、人間関係の効果について多重比較を
行った。その結果、加害者と友達の場合と被害
者と友達の場合との間に 5％水準で有意差が認
められ、加害者と友達の場合よりも被害者と友
達の場合の方が、積極的にいじめの援助行動を

起こすことが示された。また、両者とも友達で
ない場合と他のすべての場合との間に 1％水準
で有意差が認められ、加害者とも被害者とも友
達でない場合は他の場合よりも、積極的ないじ
めの援助行動は起こさないことが示された（表
12）。

図 1　傍観者のタイプ×各下位尺度の交互作用結果

表 11　人間関係における分散分析結果
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Ⅳ　考察

1　  いじめ場面での行動の変化と傍観者との関
連
いじめの場面での行動については、いじめを
止めさせるよう何らかの行動を起こす人（抑制
者）は、「悪口によるいじめ」で 40.8％、「無視
によるいじめ」で 36.2％、「暴力によるいじめ」
で 64.5％であり、悪口や無視によるいじめより
も暴力によるいじめが発生した場合に、いじめ
を止めさせるよう何らかの行動を起こす人が多
いという結果となった。このことから、いじめ
の様態によって、いじめを止めさせようとする
人の割合が変化すること、また、いじめの内容
が重いものになるほど、いじめを止めさせよう
とする人の割合が多くなることが考えられる。
この結果だけをみれば、悪口によるいじめや
無視によるいじめが発生したとしても、そのい
じめが暴力にまで発展したとき、いじめを止め
させようとする人々の力によっていじめはなく
なるように思える。しかし、いじめというのは、
悪口や無視などの軽いものから、暴力などの重
いものへとだんだんとエスカレートしていく傾
向にある。
中井（1997）によると、いじめは、①相互性、
②権力感、③孤立化、④無力化、⑤透明化とい
う一定の順序をもって進行しているという。①
相互性では、例えば、鬼ごっこなどの遊びのな
かで、ルールに従って鬼が交代していくのでは
なく、最初から特定の誰かが鬼と決められてい
る。この相互性のない状態からいじめははじま

る。②権力感では、特定の誰かが常に劣位（鬼
ごっこの鬼など）に置かれることで、一部の者
は権力感を得て、犠牲にならなかった多数の者
は安心感を得る。③孤立化では、いじめの標的
を決めそれを周知することで、集団のなかで標
的を孤立化させる。そして、いじめられる者が
いかにいじめに値するかという PR作戦がはじ
まる。④無力化では、被害者に反撃は一切無効
であることを教え被害者を観念させる。そして、
被害者の反抗に対しては懲罰的な暴力を与え
る。⑤透明化では、被害者は孤立無援で反撃の
力を失っている状態となっており、いじめは自
然の一部、風景の一部となり次第に見えなくな
る。
このように、いじめは悪ふざけや遊びからは
じまり、悪口や無視によるいじめ、そして暴力
によるいじめへとエスカレートしていく。最後
には、いじめが日常の一部となり、誰もそれを
いじめと認識しなくなってしまうのである。こ
のことから、悪口や無視によるいじめが発生し
た時点で、いじめを止めさせるよう何らかの行
動を起こさなければ、暴力によるいじめは防ぐ
ことができず、そのようないじめが発生したと
きには、すでにいじめを止めさせるような行動
は起こせなくなっていると考えられる。
また、森田・清水（1994）は、「抑制者は、傍
観者層から積極的方向へと分化した者たちであ
り、暴力を否定し、善悪についての判断力を備
えたグループである」と述べている。本調査に
おいても、悪口や無視によるいじめでは傍観行
動をとっていた人たちが、暴力によるいじめで

表 12　人間関係の効果についての多重比較結果

※多重比較 ： Bonferroni
※＊ p＜ 0.05　＊＊ p＜ 0.01



80

花園大学心理カウンセリングセンター研究紀要　第 12号　2018年

はいじめを止めさせるよう何らかの行動を起こ
す人（抑制者）へと変化しており、傍観者のな
かから新たに抑制者が生まれるという結果が得
られた。
しかし、先にも述べたように、いじめはだん
だんとエスカレートしていく傾向にあることか
ら、早い段階でより多くの抑制者がいることが
望ましい。そのため、傍観者には、いじめの内
容を基準としていじめを止めさせるような行動
を起こすかどうかを決めるのではなく、いじめ
の発生を基準としていじめが発生したときに
は、いじめを止めさせるよう何らかの行動を起
こすというような意識と行動の変容が必要であ
ると考えられる。

2　いじめの援助抑制要因
いじめの援助抑制要因については、「いじめへ
の関心のなさ」、「いじめへの恐怖」、「いじめの
肯定感」の 3因子が抽出された。
大坪（1999）の研究と比較すると、大坪（1999）

の研究では、第 1因子に高い負荷量を示してい
た「いじめられているのを見るのがおもしろい
から」、「いじめられているのを見るのが楽しい
から」という項目が消失している。本研究では、
この 2項目は、因子分析の際にフロア効果がみ
られ分析から除外した項目であったことから、
大学生において、「いじめを面白がる」という要
素はみられないことが考えられる。
いじめ場面での行動といじめの援助抑制要因
との関係については、抑制者よりも非抑制者の
方が、「いじめへの関心のなさ」、「いじめへの恐
怖」因子の得点が高いという結果となった。こ
のことから、抑制者に比べ非抑制者は、「自分は
いじめとは関係ない」、「自分が被害者を助ける
理由はない」というような意識が強く、いじめ
は身近な問題であるというよりも、いじめは身
近にいる自分とは無関係な人たちの問題である
と捉えていることが考えられる。また、抑制者
に比べ非抑制者は、「加害者が怖い」、「自分では
被害者を助けられない」というような意識が強

く、被害者を助ける手段が見つからない戸惑い
や、被害者を助けることで、自分もいじめの標
的にされるかもしれないという不安などを感じ
ていることが考えられる。

3　  いじめ当事者との人間関係といじめの援助
行動の関係
いじめ当事者との人間関係については、「加害
者と友達の場合」よりも「被害者と友達の場合」
の方が、積極的にいじめの援助行動を起こすと
いう結果となった。また、「加害者とも被害者と
も友達でない場合」は、「加害者と友達の場合」、
「被害者と友達の場合」、「加害者とも被害者とも
友達の場合」よりも、積極的ないじめの援助行
動は起こさないという結果となった。このこと
から、いじめの加害者・被害者との交友関係に
よって、積極的にいじめの援助行動を起こすか
どうかが変化することが考えられる。また、自
分と交友関係のある人がいじめと関わっている
場合には、いじめを自分とも関係のある問題と
して捉えやすく、「いじめを止めさせなければ」、
「友達を助けなければ」というような意識が強く
なり、積極的な援助行動を起こすと考えられる。
一方、自分と交友関係のない人々の間でいじめ
が起きている場合には、「自分とは関係ない」、
「自分が助ける理由はない」というような意識が
強くなり、積極的な援助行動は起こさないと考
えられる。

Ⅵ　おわりに

本研究では、いじめ傍観者といじめの援助抑
制要因について、十分に明らかにするにあたっ
てはいくつかの課題が残された。先行研究にお
いて、いじめの援助抑制要因には、性別による
差、年齢による差がみられることが示されてい
るが、本研究では、その点についての十分な検
討ができなかった。それらの点を検討すること
により、いじめ傍観者の性別や年齢を考慮した
対応が可能になり、それがいじめに対する援助
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行動の促進、またいじめ問題の解決へとつな
がっていくと考えられる。
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